
  長与町ファミリーサポートセンター事業 

  

 

長与町ファミリーサポートセンター（こども政策課内）（以下「センター」という。）では、子育て中の

保護者が安心して子育てをしていくための住民参加型の支援活動（有償ボランティア）を実施していま

す。子育ての手助けをしてほしい方（利用会員）と、子育てのお手伝いをしていただける方（協力会員）

とでつくられる会員組織です。  

会員の入会について 

【利用会員】  

・長与町、時津町、長崎市在住で、長与町内での子育て支援を必要とする方。 

・長与町外にお住まいで町内に職場があり子育て支援を必要とする方。 

・入会対象者は、生後 3ヶ月～小学校 6年生のお子さんをもつ保護者の方が対象です。 

                                             

 

 

 

   

 

【協力会員】  

・長与町在住の方で、18歳以上の心身ともに健康な方。かつ、育児ボランティアに理解と熱意が 

あり子育ての支援をしていただける方。 

                                             

 

              

 

 

利用会員・協力会員の退会について 

・利用会員のお子さんが小学校を卒業したとき（センターが確認し、名簿から除きますので、退会 

届の提出は必要ありません） 

・利用会員が長与町、時津町、長崎市以外の市町に転出したとき。（長与町内に職場がある方を除く） 

・協力会員が長与町外に転出したとき。 

・利用会員・協力会員ともにご事情により退会を希望するとき。 

   ※退会する場合は「退会届」をセンターへ提出するとともに、会員証の返還をお願いします。「退

会届」はセンターで配布する他、ホームページからダウンロードすることができます。退会申

し出がない場合、小学校卒業まで毎年自動更新となります。 

登録完了！後日、ご
自宅へ会員証をお送
りします。 
 
         

ファミリーサポートセンターホームページで利用会員登録ができます（R5.5
～）。 
※利用会員になりたい方の写真の貼付が必要です。 
紙で提出する場合は、登録用紙はセンター窓口で配布している他、ホー
ムページからもダウンロードをすることができます。記入・写真貼付後、セ
ンターまで提出してください。 
 
 

 
2日間の講習会の受講が必要です。 
開催時期はホームページ等でお知らせします。 
講習会受講後、登録完了です。 

後日、ご自宅へ会員
証をお送りします。 
 

        

ファミリーサポートセンターホームページ⇒ 



センター（アドバイザー） 

 

 

登録等の変更について 

  ・ご住所や電話番号、家族構成等の変更があった時は、センターへご連絡ください。 

支援の内容について 

保護者の仕事や家事・育児の両立のための子育てに必要な支援をおこないます！！ 

・保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、学童保育（以下「保育実施施設等」という。）の開始時間

まで、または終了後にお子さんをお預かりします。 

・保育実施施設等へお子さんの送迎をします（徒歩・公共交通機関による）。 

・保護者の疾病、冠婚葬祭や行事（参観日、その他）への参加、育児リフレッシュなどの時にお子さん

をお預かりします。 

・お子さんとは離れたくないけれど…ゆっくり家事をしたいとき、ちょっと横になりたい時…ご自宅で

お子さんのお世話をいたします。 

・その他、子育て支援を必要とする場合、お子さんをお預かりします。 

注）土、日、祝日、夜間時（22時まで）は、協力会員の対応ができる範囲で支援いたします。 

活動のながれ 

                          

 

  

                                              

            

                                         

                       

                              

                                

 

① 託児の依頼 ②活動の依頼 ③協力会員の紹介 ④事前の連絡 ⑤支援の実施  

⑥支援内容の報告 ⑦報酬の支払い、受取 ⑧センターへ報告 

  

① 託児をお願いしたいとき、利用会員は、センターへ連絡をします（ホームページからも利用依頼がで

きます）。連絡調整に時間がかかる場合がありますので、お早めに依頼してください（依頼日の３日

前まで）。 

ただし、初めての託児利用の方は、できるだけ早く（託児利用の 1～2 週間前まで）に予約してくだ

さい。予約後、センターと面談を行います。面談後、お子様の託児を行う協力会員を紹介いたします。 

※初回時、1 週間前までに利用予約ができなかった場合は、センターまでご相談ください。また、急

な利用でお願いする可能性がある場合は、利用の有無にかかわらず事前に面談を行うこともできます。

（例えば…仕事の都合で保育園のお迎えをお願いすることがあるかもしれない！でも 2日前にしか予
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定がわからない！！など） 

支援依頼の電話申込み受付は、月曜～金曜日 ９時から１７時００分までです。（土・日・祝日・年末 

年始はお休みです。）ホームページからの利用予約については、翌日以降の役場開庁日に確認します。                      

② センターは依頼後、依頼内容の条件にあう協力会員へ相談をします。 

③ 支援が可能な協力会員が決定したら、協力会員の氏名・連絡先等をお知らせします。 

④ 利用会員は、協力会員へ直接電話連絡し日時等の確認をしてください。託児当日は、記入した「託児

依頼表」を協力会員へお渡しください。利用会員と協力会員の初めての顔合わせ（初回託児時）の場

合は、託児開始時間より 15 分程早くきていただきセンター等も同席して託児について気をつけるこ

となどお話をさせていただきます。 

⑤  協力会員は、支援活動をおこないます。 

⑥ 協力会員は、支援活動終了後、「支援活動報告書（※3枚複写）」を作成してください。 

◎報告書には利用会員より氏名の自署をもらい、2枚目を利用会員のお迎え時にお渡しください。 

「支援活動報告書」の 1枚目は協力会員保管分、3枚目はセンター提出分になります。 

 

⑦ 利用料の支払い ※利用料の補助事業もあります。詳しくはホームページをご覧ください。 

◎利用会員は、協力会員に利用料を直接お支払いください。（利用された当日） 

※利用料は、封筒へ入れてお渡しください。 

◎交通費などが生じた場合は、利用会員が実費を支払ってください。 

※必要なもの（おやつやその他）については、原則として利用会員が用意してください。 

ただし、やむを得ない場合は、協力会員が立て替えても構いません。その際は後で利用会員が支

払ってください。 

⑧ 支援活動報告書の提出 

◎支援活動報告書の 3枚目は協力会員が託児月の翌月の５日までにセンターに提出してください。

センター窓口提出の他、福祉医療ポスト（武道館側入口・守衛室前【平日・土日・祝日：9：00～22：

00】）の投函でも可能です。 

※支援活動報告書の提出がないものについては、補償保険が適用されませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



利用料                         単位：1時間あたり 

 支援時間 お預かりする子どもの人数 

1人 ２人 ３人 

平日（月～金） 

通常 午前７時から午後７時まで 

７００円 １０５０円 １４００円 

平日（月～金） 

上記以外の時間 

８００円 １２００円 １６００円 

土・日・祝日 年末年始（12/29～1/3）        ９００円 １３５０円 １８００円 

◎利用料は 1時間単位とし、支援開始から最初の 1時間までは、それに満たない場合でも１ 

時間あたりの金額になります。 

    ◎協力会員が徒歩以外で託児場所へ行く場合は、町内 100円・町外 1キロ毎 37円の交通費を 

     利用会員が負担します。 

◎支援が１時間を超える場合は、その時間が３０分に満たない時は半額とし、３０分を超える

場合は、１時間あたりの金額になります。 

◎複数のお子さんを（兄弟姉妹）預かる場合、例外を除いては２人目から半額になります。（同

一時間帯に預けた場合に限ります。） 

◎病児・病後児は、仕事・出産・保護者の疾病・冠婚葬祭等の事由がある場合は、病児保育を

ご利用ください。 

◎取り消し及び違約金 

成立後取り消す場合は、支援予定の協力会員とセンターに、できるだけ早く連絡をしてくだ

さい。 

 

 

 

支援をうける（おこなう）にあたっての注意事項 

（１） 支援を安全におこなうため、お子さんは保護を有する者から保護を有する者へ引き渡しします。

保育実施施設等や習い事の送迎の場合、先生にきちんとお伝えください。場合によっては、事

前に顔合わせをおこないます。 

（２）協力会員は活動中、会員証を携帯してください。保育実施施設等への送迎時は、必ず吊り下げ

名札が見えるように着用してください。（基本的にはセンターから貸出したエプロンを着用し

てください。） 

（３） お子さんを預かる場合は、子育て支援センター「おひさまひろば」・長与町内児童館・高田保

育所・協力会員の自宅等で預かります。ただし、協力会員と利用会員との間で同意がある場合

は、他の場所でも可能です。 

 

前日取り消し 当日取り消し 無断取り消し 

無   料 利用時間の最初の１時間 全   額 



利用会員の心がけ 

◎依頼した支援内容以外の仕事の要求はしないようにしましょう。 

◎この事業は住民参加型の助け合い活動の一環です。利用会員は、協力会員に対し過度となる

要求はおこなわないようにしましょう。お子さんの安全を最優先とするため、利用会員宅で

活動する場合も、家事支援はおこないません。 

◎利用会員は、依頼する日が毎週何曜日と決まっていても、月 1回はセンターへサポート依頼

の連絡をしてください。 

◎長時間の託児の場合は、食事・おやつの時間は、基本的には 12時・15時です（高田保育所は

11時 20分・15時 20分）。託児利用時にはしっかりと食事をとり、空腹の状態で預けないよ

うにしてください。 

協力会員の心がけ 

◎センターへ連絡せずに活動はしないようにしましょう。（補償保険の適用になりません。） 

◎支援中に事故が発生した場合は、速やかにセンターへ連絡してください。 

◎依頼された内容に基づいて支援をおこなうようにしましょう。 

◎協力会員は自分にとって負担が大きく責任が持てないと感じた場合は、支援活動を引受けな

いようにしましょう。 

◎この事業は、会員相互による育児を支援するための地域における活動であって、協力会員の

収入を保証するものではないことをご了承ください。 

会員の共通理解 

◎約束した時間は必ず守りましょう。（開始時間、終了時間） 

◎時間やサポート内容に変更が生じた場合は、すみやかに協力会員及びセンターに連絡しまし

ょう。 

◎支援活動を通じて、物品の斡旋・宗教活動等はおこなわないでください。 

◎ファミリーサポートの支援に関する契約は会員間での契約になります。 

お互いに自覚と責任を持って活動により知り得た個人的な情報を漏らさないなど、信頼関係

が保たれるようお願いいたします。 

◎利用会員と協力会員は、育児について十分な打合わせをおこない、共通の認識を持ちあたた

かい環境の中でお子さんの支援活動ができるようにしましょう。 

◎連絡先について、下記連絡先時間外やお休みの日に急遽連絡が必要となった場合は、長与町

役場（095-883-111）に連絡してください。ただし、職員が庁舎内に不在のため、対応に時間

がかかることをご了承ください。 

 

連絡先 ：平日（月～金）９時～１７時００分  

〒851-2185 長与町嬉里郷 659番地 1  

長与町ファミリーサポートセンター（長与町こども政策課内）  

℡：080-7801-7592（ファミリーサポートセンターアドバイザー） 

℡：095-801-5886 （長与町こども政策課子育て支援係）           担当：原・宮崎・山口 

 

 


